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企業と雇用システム

「雇用によらない働き方」とは何か

高田好章

第１１回

２０１９年６月２０日



◎今回のテーマ
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近年注目を集めていて、政府の政策にも上がって
いる、いわゆる「雇用によらない働き方」という個人
請負を取り上げます。

シェアエコノミーとともに、「雇用によらない働き方」
がこれからの新たな働き方であると、注目されてい
ます。そして副業・兼業も取り上げられています。こ
こには「夢の世界」が待っていると言われています
が、本当にそうでしょうか。問題点を探ります。
さらに、高齢者雇用・障碍者雇用の問題も考えます。

「雇用によらない働き方」とは何か
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・個人事業主・個人請負・フリーランスはどのくらいい
るのか。 公的統計資料はない

・在宅ワーク： 推計４０万人 神谷隆之[1999]

・個人業務 推計１００万人 諏訪康雄[2018]

・個人業務 推計１１４万人 山田久[2007]

・個人請負： 推計約６００万人：
労働力調査・国勢調査から（坂幸夫[2017]）、

・フリーランス人口 １，１１８万人
ランサーズ『フリーランス実態調査』２０１８
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神谷隆之『在宅ワーク解体新書』、日本労働研究機構、1999年8月

諏訪康雄「副業・兼業、テレワーク、そして高齢者就業」
、『日本労働研究雑誌』、2018年5月

山田久「個人業務請負の実態と将来的可能性―日米比較の視点から
「インディペンデント・コントラクター」を中心に」、『日本労働研究雑誌』566、2007年9月

坂幸夫「個人請負の生活と仕事」、富山大学紀要『富大経済論集』
第63巻第1号、2017年7月
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雇用関係によらない
働き手

企業

マッチング
プラットフォーマー
（ランサーズ等）

登録 登録

業務契約（請負契約）

フリーランサー

発注

納品
支払支払

手数料

図２ クラウドワーキングの関連図

出所：経済産業省「雇用関係によらない働き方に関する研究会」報告書資料を
元に、改変・追記
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2018年2月27日 日本経済新聞 9



雇用関係による働き方

雇用関係によらない働き方

兼業・副業

１社就業

テレワーク
（在宅ワーク）

オフィス勤務

図１ 雇用によらない働き方、副業・兼業とテレワークの関連図

出所：経済産業省「雇用関係によらない働き方に関する研究会」報告書より

個人請負・
フリーランスで、
在宅で、
兼業・副業の働き方
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・呼び名： 「業務委託契約」「請負契約」
「インデペンデント・コントラクター」「フリーランサー」
「業務委託員」「個人業務請負」「一人親方」
・業種：フリーの編集者、デザイナー、添乗員、観光ガイド、
生命保険会社の外交員、フランチャイズの店長、ホスト、
バイク便ライダー、 建設現場の鉄筋工・建築士、
コンピューター技術者

・クラウド・ワーカー：クラウド・ワーキング：インターネット
上のマッチングサイトなどを通じて仕事を受注・納品
文書データ入力、事務伝票整理、ライター、Web制作、
デザイン、ネットショップ運営、調査・マーケティング

・高度な専門知識、単純業務：空いた時間利用多種多様。
・複数の企業の掛けもち ＜ー＞ １社専属
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「週刊東洋経済」 2013-09-14
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『アエラ』2018年7月2日
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14※東京・山手線電車のドアガラスに



『時間と場所にとらわれない新しい働き方』2014年4月30日
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『時間と場所にとらわれない新しい働き方』2014年4月30日 16



『時間と場所にとらわれない新しい働き方』2014年4月30日 17



『フリーランス＆副業で働く 完全ガイド』2018年7月10日 18



『フリーランス＆副業で働く 完全ガイド』2018年7月10日 19
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ウーバー
ウーバー・イーツ

ギグ・エコノミー
シェア・エコノミー
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今週のビデオ

副業貧乏に内職地獄？
“ネット・ワーカー”残酷物語

クローズアップ現代＋
２０１７年２月１日 ＮＨＫ総合ＴＶ

約１７分



フリーランスの報酬 アンケート調査
・クラウド・ワーキング専業平均73,268 円

※連合（日本労働組合総連合会） ２０１６年１２月
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連合：「世論調査」より https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/

フリーランスの労働時間アンケート 長時間労働の実態
ライター：一日１３時間・昼休憩３０分制度
翻訳：１日８～１２時間・年末年始など関係なし
校閲など：１日１５時間：２つアルバイト：１か月休めない

※吉良よし子事務所作成 「女性のひろば」2017-08

Ｗｅｂライター 美術・コスメ 低賃金労働
記事１本： ８７円(手数料引き) → 時給８７円！！
パート時給の１０分の１

「週刊ダイヤモンド」 2018-03-10

※副業者と専業者が仕事を取り合う



2018年4月20日日本経済新聞

フリーランスの満足度の調査
労働政策研究・研修機構 2017年12月

仕事全体の満足度
満足・ある程度満足 68%

収入の満足度 48.5%

年収２００万円未満 ６割
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雇用・働き方の安定・ゆとり度座標

24伍賀一道『「非正規大国」日本の雇用と労働』の図を改編

↑ 安定・高賃金

↓ 失業・低賃金
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〇「個人請負・フリーランス」は無権利状態

・労働関係法規（労働基準法，労使関係法，
最低賃金法）一切適用されず、
社会保険・年金保険は全額自己負担

・解雇規制はなく，失業保険法もない
労働時間規制もない
時間外労働，休日，深夜労働手当もない
有給休暇もない

・クラウド・ワーカー：決して所得は高くない：
長時間労働と短時間労働
低所得 ： 専業と副業が競合

・仲介業だけがもうかる仕組み：派遣と同じ
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ダニエル・ピンク

『フリーエージェント社会
の到来―「雇われない生
き方」は何を変えるか』
２００１年（邦訳２００２年）

映画製作
プロジェクト毎に
メンバーが集まる
終われば解散
次のプロジェクトに

『フリーエージェント社会の到来』2001年
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『フリーエージェント社会の到来』2001年
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『フリーエージェント社会の到来』2001年
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・アメリカでは：
「雇われない働き方」として、

個人請負労働が拡大
「インデペンデント・コントラクター」

スマートフォンを利用した
シェアリング・エコノミーの拡張により、

「雇われて働く」労働者に代わって、
個人請負労働者が顧客にサービスを提供
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・「働かせ方」の流れ
新自由主義・規制緩和：
働く人にとっては、労働の権利と保護の剥奪
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・１９８５年 労働者派遣法制定
雇用の外部化 ・男女雇用均等法
１９９９年：派遣原則自由・民間職業紹介規制緩和

・１９９５年 新時代の「日本的経営」 日経連
雇用の多様化： 非正規・派遣活用

・２００１年 小泉構造改革
労働市場の構造改革、労働分野の規制緩和
雇用流動化 日本的雇用慣行からの転換
解雇規制緩和、自己責任原則の確立



・２０１６年～

「働き方改革」 → 「働かせ方改悪」

正規雇用の多様化・
限定正社員 ⇔ 非限定社員！

時間にしばられない働き方
自由に時間を決めて働く
裁量労働・高プロ制

→本当は「極限まで働かす」
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〇新たな政策：多様化する働き方
「雇用によらない働き方」

①「働き方の未来２０３５：
一人ひとりが輝くために」懇談会」
２０１６年１月～８月 厚生労働省

②「雇用関係によらない働き方」に関する研究会
２０１６年１１月～２０１７年３月 経済産業省

③「雇用類似の働き方」に関する検討会
２０１７年１０月～２０１８年３月 厚生労働省



①「働き方の未来２０３５：一人ひとりが
輝くために」懇談会： ２０１６年８月 厚生労働省

提言

・時間や空間にしばられない働き方
・働く人が働くスタイルを選択する
・自由な働き方の増加が企業組織も変える
・個人事業主と従業員との境が曖昧になる

②「雇用関係によらない働き方」に関する研究会
２０１７年３月 経済産業省
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20018年9月5日 厚生労働省公表

労働政策審議会労働政策基本部会報告書

～進化する時代の中で、進化する働き方のた
めに～

労働政策基本部会における審議事項
テレワークや副業・兼業、
雇用類似の働き方など、
時間・空間・企業に縛られない働き方

※個人請負・フリーランスが労働政策の重要
な柱のひとつになってくる：注視の必要あり
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「多様化な働き方の実態と課題」
労働政策研究・研修機構 ２００７年

すでに、１０年前に実態調査・研究が
行われていた
・ 「雇用」を越える
働き方の多様化

・個人自営業主
「雇用」と「請負」

・労働者性：法政策
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個人請負・フリーランサーへの対策
フリーランサーへの保護政策が、検討されている

2018年2月16日日本経済新聞2018年2月20日日本経済新聞
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労働者性：労働法の適用をなぜしないのか
指揮監督下・対価など：ＩＬＯ基準・判例



・アメリカ
連邦労働省は個人請負労働を問題視

残業代や労働時間といった厚生労働基準法に
よる規制や、年金、健康保険などの社会保障
負担を逃れるために、

事業主が雇用している労働者の区分を個人請
負に切り替えることが横行しているからだ。

労働者の労働条件だけでなく、税収の低下や
国の社会保障負担の増加にもつながりかねな
い。
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〇働く人の権利を守る

ニューヨーク市「フリーランサー賃金条例」
労働者の賃金を守るための条例：

２０１６年１１月

フリーランサーズ・ユニオンによる
制度政策要求活動と運動の結果
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・雇用者から個人請負への転換を防ぐ

・個人請負の労働者性を認める
権利獲得運動

・働く人達が団結して工場法を作った歴史
イギリス工場法の成立
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工場法成立の歴史

それは労働運動の成果

綿繊維労働者労働者のストライキ １８６１年
玉川寛治『資本論と産業革命の時代』より
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〇働く人の権利を守る

・働く人が集まって、
自分たちの権利・仕事・生活を守る
組合：ギルド

労働組合の始まり
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労働組合（職人組合）の始まり
イギリス：
１７９９年：団結禁止法をつくって、労働組合運動を禁止
１８２４年：激しい闘いの末、に同法を撤廃、

事実上の団結権を獲得、
１８７１年：労働組合法が制定され法律的にも認められた

職種別組合が基本：企業・産業を横断する組織：
機械工組合：機械を扱う職場をもつあらゆる業界に組合員を

組織している
職種別組合・クラフトユニオンの代表例
合同機械工組合：Amalgamated Society of Engineers, ASE
１８５１年発足 熟練工の組織：全国を移動し

組合の斡旋でその町に空席があれば就職する
相互保険制度：社会保険として機能

熊沢誠『労働組合運動とは何か』より

永山武夫『労働経済』より
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労働組合（一般組合）の始まり

イギリス
一般組合：ジェネラルユニオンの登場
ロンドンのスラム街、イーストエンド、ドッグ人夫：
１８８９年ストライキ １万人のドッグ労働者が参加

特殊技能を持たない一般労働者
どんな職業、どんな産業でも、誰でも入れる
労働組合ができる： 新組合主義

運輸一般労働組合：
Transport and General Workers Unionが誕生
超横断的労働組合：自動車の組立工の
多くが組合員

熊沢誠『労働組合運動とは何か』より
49



個人請負・フリーランスで働く人の生活と権利を守る

・雇用者から個人請負への転換を防ぐ
・個人請負の労働者性を認める

権利獲得運動
労働者性：労働法の適用

指揮監督下・対価など：ＩＬＯ基準・判例

・ユニオン：働く人が集まって、
自分たちの権利・仕事・生活を守る

・京建労「全京都建築労働組合」、
・音楽ユニオン「日本音楽家ユニオン」

仕事やくらしの安定、
料金・賃金・労働条件の改善、
健康保険・労働保険・共済制度
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2019年1月20日朝日新聞 51



522019年6月6日 朝日新聞
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ルポ 雇用なしで生きる
スペイン発
「もうひとつの生き方」への挑戦
・時間銀行
・地域通貨

モンドラゴン協同組合
・労働者協同組合



・「副業」
企業に認める動き
厚労省もガイドライン

2017年12月28日日本経済新聞

54

「週刊ダイヤモンド」 2018-03-10
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不安定雇用・賃金低下・年金低下
「まともな雇用」でなくなってきたから、
「副業」が必要になってきた
副業→ 兼業・ダブル・トリプルワーク
雇用によらない働かせ方も、ご用意

・賃金足らなければ →「副業」をどうぞ
・年金足らなければ →「副業」をどうぞ

「一億総活躍」プラン：
「安心につながる社会保障」
→ 個人で対応 → 副業・動けるうちは、働こう

・年金問題 ２千万円 ３千万円



・使用従属性・労働者性により
個人請負への転換を許さず

・８時間働いて普通の生活ができる賃金・
報酬

・働く人の権利と仕事・生活を守ること

フリーランス・個人請負に対する重要な論点
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「雇用」の未来
これからの働き方はどうなるのか

「雇用」とは：
二重に「自由」な労働者
それでは、「雇用によらない」とは
未来の働き方か、どうか

「雇用によらない働き方」は
資本主義の否定なのか？
偽装「雇用」ではないのか？
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雇用の外部化 ： 派遣・請負創出

雇用の多様化 ： 非正規・派遣活用

雇用の流動化 ： 解雇規制緩和

正規雇用の多様化 ： 限定正社員

時間にしばられない働かせ方 ： 裁量・高プロ

雇用にしばられない働かせ方 ： 個人請負

58

働き方・働かせ方に起こったこと、起こりつつあること



2018年9月6日日本経済新聞 59



602019年6月14日 朝日新聞
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次回の講義内容 ６月２７日
「労働問題・労働条件に関する啓発授業」開催

過労死等防止対策等労働条件に関する啓発事業
[厚生労働省委託事業]

◇お話
「過労死・ブラック企業から身を守るために

～ワークルールとブラック企業の見分け方～」
弁護士 清水亮宏さん（立命館大学法学部出身）

「夫が過労死した背景」
大阪過労死を考える家族の会 西岡さん

※公開授業として、どなたでも参加できます。
お友だちをお誘いあわせください
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弁護士 清水亮宏さん

違法労働
泣き寝入りさせない

2016年11月2日 朝日新聞夕刊
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今後の講義予定

第１３回 さまざまな働き方・新たな働き方

第１４回 労働者を守る制度について

第１５回 雇用の流動化と労働規制緩和政策
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◎付属資料：別紙
レポートの書き方・引用方法など

○レポートの書き方の例 ・執筆過程
問題提起 → 課題設定 → 事例叙述
→ 問題点の取り上げ → 問題点の解決
→ 課題の解決 → 結論
→ 残された問題点と課題

○引用の方法
引用文 引用文献等の表示
※必ず行うこと： 怠ると、不正になります！

○図・表の引用・表示
○論説の補足などの、注のつけ方
○参考文献
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本日はここまでです
ありがとうございました


